
     

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の 

影
響
に
伴
う
介
護
保
険
料
の 

減
免
に
つ
い
て 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
収
入
の
減
少
が
見

込
ま
れ
、
次
の
減
免
事
由
①
又
は

減
免
事
由
②
に
該
当
す
る
場
合
は

介
護
保
険
料
が
減
免
さ
れ
ま
す
。 

 

減
免
の
対
象
と
な
る
方 

 【
減
免
事
由
①
】 

 

第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
）

の
方
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
よ
り
、
そ
の
属
す
る
世

帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡

し
、
又
は
重
篤
な
傷
病
（
１
カ
月
以

上
の
治
療
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
）
を
負
っ
た
場
合 

 

【
減
免
事
由
②
】 

 

第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
） 

の
方
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス 

     

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
そ
の
属

す
る
世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者

の
事
業
収
入
、
不
動
産
収
入
、
山
林

収
入
又
は
給
与
収
入
（
以
下
「
事
業

収
入
等
」
と
い
う
。）
の
減
少
が
見

込
ま
れ
、
次
の
ア
及
び
イ
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
場
合 

 

ア 

令
和
２
年
中
に
減
少
が
見 

込
ま
れ
る
事
業
収
入
等
の
い

ず
れ
か
の
減
少
見
込
額
が
令

和
元
年
中
の
事
業
収
入
等
の

額
の
10
分
の
３
以
上
で
あ
る

こ
と
。 

  

イ 

減
少
が
見
込
ま
れ
る
事
業

収
入
等
に
係
る
所
得
以
外
の

令
和
元
年
中
の
所
得
合
計
額

が
400
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

  

減
免
の
対
象
と
な
る
保
険
料 

  

令
和
元
年
度
分
お
よ
び
令
和
２

年
度
分
の
保
険
料
で
あ
っ
て
、
普

通
徴
収
の
納
期
限
（
特
別
徴
収
の

場
合
は
、
年
金
の
支
払
日
）
が
令
和

２
年
２
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３

月
31
日
ま
で
の
間
の
保
険
料 

  

減
免
と
な
る
保
険
料
額 

 

【
減
免
事
由
①
の
場
合
】 

  

減
免
の
対
象
期
間
と
な
る
保
険

料
の
全
額 

 

【
減
免
事
由
②
の
場
合
】 

  

左
記
の
と
お
り 

 
 

   
 
 

               

 

減
免
対
象
者
の
例 

 

■
漁
業 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
収
入
が
減
少
。 

 

■
飲
食
業 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
る
外
出
自
粛
で
来
客

が
大
幅
に
減
少
。 

  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
っ
て
、
収
入
が
減
少

し
た
場
合
は
、
下
記
の
担
当
ま
で 

                 

遠
慮
な
く
ご
相
談
下
さ
い
。
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て
も

減
免
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
お
気
軽
に
お
問
合
わ
せ
下
さ
い
。 

  

相
談
受
付 

  

市
介
護
保
険
担
当 

 
 
 
 
 
 
 

（
窓
口
17
番
） 

 
 

電
話
（
２
３
）
６
１
１
１ 

内
線
２
１
８
４ 

 
 
 
 
 

（
鈴
木
・
後
藤
） 

申
請
期
間 

  

令
和
３
年
５
月
末
ま
で
受
付
し

て
い
ま
す
。 

  

必
要
な
書
類 

 

①
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
収

入
等
の
減
少
の
原
因
が
分
か
る

書
類 

②
主
た
る
生
計
維
持
者
の
令
和
元

年
中
の
収
入
が
分
か
る
書
類 

（
確
定
申
告
書
の
控
え
な
ど
） 

③
主
た
る
生
計
維
持
者
の
令
和
２

年
１
月
か
ら
減
免
申
請
す
る
月

ま
で
の
収
入
が
分
か
る
書
類 

 

④
印
鑑 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

【計算式】  

 対象保険料額（ × ／ ）×減免割合 

 
 
【対象保険料額】 
A：減免対象者の保険料額 
B：減免対象者の属する世帯の主たる生計維持者の 

減少が見込まれる事業収入等に係る令和元年の
所得額（減少することが見込まれる事業収入等
が２つ以上ある場合は、その合計額） 

C：減免対象者の属する世帯の主たる生計維持者の 
令和元年の合計所得金額 

 
 
【減免割合】 
①主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額が 
 ２００万円以下であるとき 
 ⇒ 減免割合は １０／１０ 
②主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額が 
 ２００万円を超えるとき 
 ⇒ 減免割合は ８／１０ 
 
※ただし、事業を廃止または失業した場合は 
 所得金額に関わらず、１０／１０となります。 
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